
別紙　

 対象者要件

 償還対象
平成３０年４月以降に提供された特定の介護保険サービス（※３）に係る利用者負担額

■

■
■

 申請に必要なもの

■
■

※生活保護を受けている場合は、担当ケースワーカーにご相談ください。

 問合先

〒１８４－８５０４　小金井市本町六丁目６番３号
小金井市福祉保健部自立生活支援課
電話　０４２－３８７－９８４８　ＦＡＸ　０４２－３８４－２５２４

３
６５歳に到達した後、介護保険サービスの利用月の属する年度（当該サービスを利用した月が４
月から６月までの場合は前年度）において、本人及びその配偶者が市町村民税非課税（免除され
た方を含む。）又は生活保護（※２）であること。

６５歳になるまでに５年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、次の対象者要件を
全て満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の障害福祉サービスに相当する介護保険サービ
スの利用者負担が償還されます。

１

６５歳に達する日前５年間引き続き、特定の障害福祉サービス（※１）の支給決定を受けていた
こと。
※１　特定の障害福祉サービス：居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所

ただし、自立支援法全面施行（平成１８年１０月１日）以降の特定の障害福祉サービスに限
る。

２

６５歳に達する日の前日の属する年度（６５歳に達する日の前日の属する月が４月から６月まで
の場合は前年度）において、本人及びその配偶者が市町村民税非課税（免除された方を含む。）
又は生活保護（※２）であったこと。
※２　境界層該当者として負担軽減を受けていたことを含む。

４
６５歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分２以上であったこと。
ただし、６５歳に達する日の前日が平成２６年４月１日前である場合は、障害程度区分２以上で
あったこと。

５ ４０歳から６５歳までの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。

６

介護保険移行後に、上記１のサービスに相当する特定の介護保険サービス（※３）を利用してい
ること。
※３　特定の介護保険サービス：訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所
　　　　　　　　　　　　　　　介護、小規模多機能型居宅介護（介護予防サービス及び地域
　　　　　　　　　　　　　　　密着型介護予防サービスは除く。）

介護保険法における高額介護（予防）サービス費、高額医療合算介護サービス費の償還後
の利用者負担額が対象です。

介護保険サービスの利用での１割負担額以外の実費負担額は含みません。
対象となる月から５年を経過すると時効により申請できなくなります。

高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
申請者の個人番号（マイナンバー）が確認できる書類と本人確認書類

新高額障害福祉サービス等給付費のご案内


